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特定都市河川指定に向けた検討について



特定都市河川指定について

新潟県土木部河川管理課
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１ 特定都市河川浸水被害対策法
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「流域治水」の施策について



4

特定都市河川浸水被害対策法
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・ 流域開発による雨水の流出量を増やさない（雨水浸透阻害行為の許可）
・ 雨水の貯留・浸透対策により、雨水や洪水の流出量を減らす

（雨水貯留浸透施設の整備、保全調整池の指定、貯留機能保全区域の指定）

・ 水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり（浸水被害防止区域の指定）
・ 河川管理者等による施設整備の加速化（特定都市河川浸水被害対策推進事業） 等

【主な内容】

「河川整備の着実な推進」や「水害リスクを踏まえた土地利用や流出抑制対策等に係わる新たな予算
・税制等も活用」することができ、法律に基づく実効性のある対策を講じて行くことが可能となる

特定都市河川の指定により「できること」



２ 新潟県における特定都市河川の指定
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指定する趣旨

●令和４年８月の記録的な豪雨により、村上市の坂町地区、
関川村の高田地区で著しい被害が発生した。

●気候変動により、激甚化・頻発化する大規模な降雨の際
は、再度、浸水被害の発生が想定される。

●記録的な豪雨に対しては、河川整備だけでなく流域全体で
浸水対策に取り組む必要がある。

●開発によって河川へ入ってくる雨水を増やさないようにす
る（雨水流出を抑制する）必要がある。

●烏川、前川、太田沢川を特定都市河川に指定し、流域治水
の実効性を高める。
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特定都市河川指定予定河川
・荒川水系烏川（支川春木山大沢川、梨ノ木川、蔵王川）：村上市、胎内市
・荒川水系前川：関川村
・荒川水系太田沢川：関川村
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これまでの経緯と今後の予定（烏川、前川、太田沢川）

令和４年８月 県北豪雨

令和６年２月 荒川（下流域）流域治水協議会
特定都市河川指定へ向けた検討開始を宣言

令和６年３月 県ホームページにて特定都市河川指定につい
てロードマップ掲載

令和６年４月 特定都市河川浸水対策推進事業 新規事業化
・特定都市河川指定に向けた調査・検討
・流域水害対策計画検討

令和６年９月～ 関係者への説明

令和７年３月 特定都市河川指定（予定）



指定後のスケジュール

年度 令和６年度 令和７年度
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浸水被害対策の実施
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流域水害対策計画

○特定都市河川流域において浸水被害対策を総合的に推進し、河川管理者等が
共同して流域水害対策計画を策定

流域水害対策計画に記載する事項（法第４条第２項）



乙大日川指定の必要性

1

2
1

2 3

※浸水範囲は８月４日午前の
現地調査結果より推定したもの

乙 危機管理型水位計
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○令和４年８月県北豪雨時、乙大日川においても、水位が高い状況となり、床下浸
水が２６件発生している。
○気候変動の影響により、激甚化・頻発化する水災害に対し、流域一体で取組む
必要がある。
○乙大日川を特定都市河川に指定することで、烏川、乙大日川流域一体で、治水
安全度の向上が見込める。


